
告
　
　
示

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
不
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出

（
水
　
産
　
課
）

一

公
　
　
告

○
一
般
競
争
入
札
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
務
学
事
課
）

○
平
成
十
六
年
度
准
看
護
師
試
験
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
医
務
国
保
課
）

三

○
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

四

○
一
般
競
争
入
札
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
県
立
病
院
課
）

一
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

一
四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

○
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出

○
平
成
十
六
年
七
月
十
一
日
執
行
の
参
議
院
香
川
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補

者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

正
　
　
誤

○
平
成
十
六
年
十
月
十
二
日
（
香
川
県
報
第
九
一
七
五
号
）
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号

中
訂
正

一
七

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 83 号

平成 16 年

10月19日（火曜日）

一

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
十
二
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を

求
め
る
た
め
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

そ
の
指
定
漁
船
調
書
を
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
日
ま
で
西
詫
間
漁
業
協
同
組
合

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
生
里
一
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
三
島
　
朝
弘

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
生
里
一
一
六
〇
番
地
二
　
　
　
　
樽
井
　
利
男

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
生
里
八
四
三
番
地
　
　
　
　
　
　
村
上
　
昇

二
　
加
入
区
の
名
称

三
崎
加
入
区

三
　
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

西
詫
間
漁
業
協
同
組
合

●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
二
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和

三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
件
の
売
払
い

１
　
所

在

地
　
高
松
市
屋
島
西
町
字
谷
東
一
一
三
四
番
一
四
（
工
作
物
を
含
む
。
）

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
二
〇
一
・
七
八
平
方
メ
ー
ト
ル

告

示

公

告



号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
観
察
処
分
の
決
定
を
受
け
た
団
体
及
び
当
該
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員

三
　
入
札
参
加
の
申
込

本
入
札
に
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
入
札
参
加
申
込
受
付
期
間
内
に
次
の
書
類
を
添
え
て
県
有
財

産
売
払
い
の
一
般
競
争
入
札
参
加
申
込
書
兼
受
付
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

１
　
個
人
の
場
合
　
住
民
票
、
誓
約
書
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書

２
　
法
人
の
場
合
　
登
記
簿
謄
本
、
誓
約
書
及
び
印
鑑
証
明
書

四
　
入
札
参
加
申
込
受
付
期
間
、
申
込
場
所
及
び
申
込
方
法

１
　
入
札
参
加
申
込
受
付
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
十
八
日
（
木
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
火
）
ま
で
（
土
曜
日
、

日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号
）
に
規
定
す
る
休
日
は
除
く
。
）

な
お
、
受
付
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

２
　
申

込

場

所
　
〒
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
総
務
部
総
務
学
事
課

３
　
申

込

方

法
　
持
参
又
は
郵
送
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
あ
っ
て
は
、
簡
易
書

留
に
よ
り
申
込
受
付
期
間
内
に
到
達
し
た
も
の
を
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
。

五
　
入
札
説
明
会

一
の
１
か
ら
４
ま
で
に
つ
い
て
、
本
件
入
札
に
係
る
物
件
の
概
要
及
び
入
札
心
得
等
の
説
明
を
次
の

と
お
り
行
う
。

日
時
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
六
日
（
火
）
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

場
所
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
庁
本
館
一
二
階
第
一
会
議
室

六
　
現
地
説
明
会

各
物
件
の
所
在
地
（
現
地
）
に
お
い
て
、
物
件
内
容
等
の
説
明
を
次
の
と
お
り
行
う
。

一
の
１
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
時
三
十
分
ま
で

一
の
２
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日
（
水
）
午
前
十
時
四
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
十
分
ま
で

一
の
３
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日
（
水
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
ま
で
　

一
の
４
　
平
成
十
六
年
十
一
月
十
七
日
（
水
）
午
後
三
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

七
　
入
札
及
び
開
札
等

１
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
　

最
低
売
却
価
格
　
一
、
一
四
六
万
円

２
　
所

在

地
　
高
松
市
屋
島
西
町
字
谷
東
一
一
三
四
番
一
六
（
工
作
物
を
含
む
。
）

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
二
二
五
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
一
、
二
八
四
万
円

３
　
所

在

地
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
池
戸
字
上
池
二
九
九
一
番
五
、
二
九
九
七
番
八
（
工
作
物

等
を
含
む
。
）

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
九
四
九
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
三
、
七
〇
一
万
円

４
　
所

在

地
　
高
松
市
城
東
町
一
丁
目
九
番
三
（
附
帯
設
備
、
工
作
物
を
含
む
。
）

住

居

表

示
　
高
松
市
城
東
町
一
丁
目
一
番
四
六
号

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
五
二
六
・
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

建
　
　
　
　
物

①
構
　
　
　
造
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
陸
屋
根
二
階
建

延
床
面
積
　
三
三
二
・
五
二
平
方
メ
ー
ト
ル

②
構
　
　
　
造
　
鉄
骨
造
Ｆ
Ｒ
Ｐ
張

延
床
面
積
　
一
四
・
四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
四
、
六
二
九
万
六
千
円

二
　
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す

る
者

２
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

公
有
財
産
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
で
あ
る
者

３
　
暴
力
団
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条

に
規
定
す
る
暴
力
団
及
び
そ
の
構
成
員

４
　
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

二



は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
二
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

売
買
契
約
に
関
す
る
予
約
完
結
権
は
、
第
三
者
に
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

十
三
　
契
約
書
の
作
成
の
要
否
　
要

十
四
　
そ
の
他

入
札
説
明
会
及
び
現
地
説
明
会
に
不
参
加
の
者
が
入
札
し
た
場
合
は
、
当
該
説
明
会
に
お
け
る
説

明
事
項
に
つ
い
て
は
、
了
知
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

十
五
　
問
い
合
わ
せ
先
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
総
務
部
総
務
学
事
課
総
務
グ
ル
ー

プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
〇
七
四

●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
三
号

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六
年
度
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
試
験
期
日

平
成
十
七
年
二
月
十
二
日
（
土
曜
日
）

二
　
試
験
場
所

高
松
市
幸
町
一
―
一
　
香
川
大
学
教
育
学
部

三
　
受
験
資
格

法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者

四
　
試
験
科
目

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
第
二
十
三
条
に
定

め
る
科
目
と
す
る
。

た
だ
し
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
一
年

文
部
省
・
厚
生
省
令
第
五
号
）
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
准
看
護
師
学
校
養
成
所
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
ら

な
い
旧
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
習
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
旧
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
る
准
看
護
師
試
験
の
科

目
を
受
験
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
法
第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
二
十
二
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
者
又
は

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

三

一
　
日
時
　
一
の
１
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
六
日
（
木
）
午
前
九
時
五
十
分
（
受
付
は
、
午
前
八

時
五
十
分
か
ら
午
前
九
時
二
十
分
ま
で
）

一
の
２
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
六
日
（
木
）
午
前
十
一
時
三
十
分
（
受
付
は
、
午
前

十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で
）

一
の
３
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
六
日
（
木
）
午
後
二
時
十
分
（
受
付
は
、
午
後
一
時

十
分
か
ら
午
後
一
時
四
十
分
ま
で
）

一
の
４
　
平
成
十
六
年
十
二
月
十
六
日
（
木
）
午
後
三
時
五
十
分
（
受
付
は
、
午
後
二

時
五
十
分
か
ら
午
後
三
時
二
十
分
ま
で
）

二
　
場
所
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
庁
本
館
一
二
階
第
一
会
議
室

２
　
入
札
書
の
提
出
方
法
　
持
参
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
し
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
又
は
電
送
に
よ

る
も
の
は
認
め
な
い
。

八
　
入
札
保
証
金

入
札
者
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
を
入
札
保
証
金
と
し
て
入
札
前
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

九
　
入
札
の
無
効

入
札
参
加
資
格
を
有
し
な
い
者
の
入
札
、
入
札
参
加
申
込
受
付
期
間
内
に
入
札
参
加
の
申
し
込
み
を

し
て
い
な
い
者
及
び
県
有
財
産
売
払
い
の
一
般
競
争
入
札
説
明
書
等
に
お
い
て
示
し
た
入
札
に
関
す
る

条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
し
、
無
効
の
入
札
を
し
た
者
が
落
札
者
で
あ
る
場
合
に
は
落
札
決

定
を
取
り
消
す
。

十
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明
ら

か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の

負
担
と
す
る
。

十
一
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
の
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
期
間
内
に
落

札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落
札
は
、
無
効
と
す

る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合



七
　
合
格
者
の
発
表

平
成
十
七
年
三
月
九
日
（
水
曜
日
）
午
前
九
時
に
合
格
者
の
受
験
番
号
を
香
川
県
庁
東
館
正
面
玄
関

前
の
掲
示
板
に
掲
示
す
る
。

八
　
合
格
証
書
の
交
付

合
格
者
に
は
、
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

九
　
そ
の
他

１
　
受
験
願
書
の
請
求
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
医
務
国
保
課
に
行
う
こ
と
。

な
お
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
り
請
求
す
る
場
合
は
、
受
験
願
書
の
送
付
を
郵
便
に
よ
り
行
う

の
で
、
あ
て
先
を
明
記
し
、
一
四
〇
円
切
手
を
は
っ
た
角
形
二
号
の
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
た
封
書

に
よ
り
行
う
こ
と
（
た
だ
し
、
二
部
以
上
の
受
験
願
書
を
請
求
す
る
場
合
は
、
２
の
場
所
へ
問
い
合

わ
せ
る
こ
と
。
）
。

２
　
そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
健
康
福
祉
部
医
務
国
保
課
マ
ン
パ
ワ
ー
グ
ル
ー
プ
（
電
話
番

号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
二
五
五
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
四
号

次
の
と
お
り
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約

に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
件
名
及
び
数
量
　
新
「
か
が
わ
救
急
医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
広
域
災
害
・
救
急
医
療
情
報
シ

ス
テ
ム
）
」
（
仮
称
）
推
進
業
務
　
一
式

２
　
調
達
案
件
の
特
質
等
　
入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

３
　
委
託
期
間
　
契
約
締
結
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で

４
　
入
札
方
法

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

四

事
情
に
よ
り
旧
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
新
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
両
方
を
修
習
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
知
事
が
判

定
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
よ
る
准
看
護
師
試
験
の
科
目
を
受
験
す
る
も
の
と
す
る
。

五
　
受
験
手
続

１
　
提
出
書
類

受
験
願
書
（
所
定
の
様
式
の
も
の
）

卒
業
（
見
込
）
証
明
書
又
は
修
業
（
見
込
）
証
明
書

な
お
、
卒
業
見
込
証
明
書
又
は
修
業
見
込
証
明
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
十
七
年
三
月
四
日

（
金
曜
日
）
ま
で
に
卒
業
証
明
書
又
は
修
業
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

写
真
一
枚
（
出
願
前
六
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
上
半
身
を
撮
影
し
た
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
裏
面
に
撮
影
年
月
及
び
受
験
す
る
本
人
の
氏
名
を
記

載
し
た
も
の
を
受
験
願
書
の
所
定
の
欄
に
は
り
付
け
る
こ
と
。
）

２
　
提
出
書
類
の
受
付
期
間

平
成
十
七
年
一
月
五
日
（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
水
曜
日
）
ま
で
。
た
だ
し
、
日
曜
日
、

土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休

日
を
除
く
。

な
お
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ
る
場
合
は
、
受
付
期
間
の
末
日
ま
で
の
消
印
（
こ
れ
に
準
ず
る

も
の
を
含
む
。
）
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

３
　
提
出
書
類
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
健
康
福
祉
部
医
務
国
保
課

六
　
受
験
手
数
料
及
び
納
付
方
法

六
、
九
〇
〇
円

受
験
手
数
料
は
、
六
、
九
〇
〇
円
に
相
当
す
る
額
の
香
川
県
証
紙
を
受
験
願
書
に
は
り
付
け
て
納
付

す
る
も
の
と
し
、
当
該
証
紙
に
消
印
は
し
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
小
豆
島
を
除
く
島
し
ょ
部
又
は
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
に
よ

り
受
験
願
書
等
を
提
出
す
る
場
合
は
、
香
川
県
証
紙
に
代
え
て
額
面
六
、
九
〇
〇
円
の
郵
便
為
替
を
同

封
す
る
こ
と
に
よ
り
納
付
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
提
出
書
類
を
受
理
し
た
後
は
、
受
験
手
数
料
は
返
還
し
な
い
。



香
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十
六
年
十
月
十
九
日
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第
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五

入
札
者
は
、
入
札
書
を
含
む
提
案
書
等
（
以
下
「
提
案
書
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
。

必
要
書
類
の
種
類
及
び
部
数
に
つ
い
て
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当

す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額

の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
入
札
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告
日
現

在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る

こ
と
。

４
　
本
公
告
の
日
か
ら
過
去
五
年
以
内
に
、
国
（
公
社
、
公
団
等
を
含
む
。
）
、
県
又
は
他
の
地
方
公

共
同
体
と
同
規
模
又
は
そ
れ
以
上
の
シ
ス
テ
ム
開
発
の
契
約
を
締
結
し
、
当
該
契
約
を
完
結
又
は
履

行
中
で
あ
る
こ
と
の
実
績
の
有
無
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
二
の
４
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
平
成

十
六
年
十
一
月
十
五
日
午
後
五
時
ま
で
に
四
の
１
の

の

の
場
所
に
提
出
し
、
当
該
書
類
に
関
し
説

明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、
当
該
業
務
を
受
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ

た
者
に
限
り
入
札
の
対
象
と
す
る
。

四
　
提
案
書
等
の
提
出
及
び
入
札
等

１
　
提
案
書
等
の
提
出

提
案
書
等
を
持
参
す
る
場
合

日
時
　
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
午
後
一
時
か
ら
二
時
ま
で

場
所
　
香
川
県
庁
本
館
一
二
階
第
三
会
議
室

郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
入
札
　
可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
に
よ
る
送
付
と
し
書
留
親
展
の

も
の
に
限
る
。

受
領
期
限
　
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
正
午

送
付
先
　
郵
便
番
号
　
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
健
康
福
祉
部
医
務
国
保
課
　
総
務
・
医
事
グ
ル
ー
プ

提
案
書
等
の
す
べ
て
の
書
類
が
揃
っ
て
い
な
い
場
合
は
失
格
と
す
る
。

２
　
入
札日

時
　
平
成
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
午
後
二
時

場
所
　
香
川
県
庁
本
館
一
二
階
第
三
会
議
室

３
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
十
月
二
十
九
日
午
前
十
時
　
香
川
県
庁
北
館
三
階
第
一
会
議
室

五
　
落
札
者
の
決
定
方
法

県
が
設
定
す
る
予
定
価
格
に
百
五
分
の
百
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
範
囲
内
の
価
格
で
入
札
し
た
者
で

あ
っ
て
、
仕
様
書
記
載
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
、
か
つ
、
別
記
の
新
「
か
が
わ
救
急
医
療
情
報
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
（
広
域
災
害
・
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
）
」
（
仮
称
）
推
進
業
務
に
係
る
落
札
者
決
定
基

準
に
よ
り
得
ら
れ
た
各
項
目
の
加
点
の
合
計
が
最
も
高
い
者
を
落
札
者
と
す
る
。

六
　
そ
の
他

１
　
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨
　
日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
　
規
則
第
百
五
十
二
条
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
免
除

３
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行

し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無

効
と
す
る
。

４
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

六

担
と
す
る
。

５
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
送
等
に
よ
り
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由

が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

７
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

８
　
問
い
合
わ
せ
先
　
郵
便
番
号
　
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
香
川
県
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
健
康
福
祉
部
医
務
国
保
課
　
総
務
・
医
事
グ
ル
ー
プ

電
話
番
号
　
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
二
五
六

９
　
そ
の
他
　
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

of
the
services

to
be
required

:N
ew
K
agaw

a
E
m
ergency

M
edical

Inform
ation

N
etw
ork

System
,
1
set

2
Tim
e-lim

it
for
tender:2:00

p.m
.,N
ovem

ber
29,2004

（B
y
m
ail,
tenders

m
ust
be

subm
itted

by
0:00

p.m
.,
N
ovem

ber
29,
2004

）

3
C
ontact

point
for
the
notice

:G
eneral

and
M
edical

A
ffairs

G
roup,

M
edical

A
ffairs

and
N
ational

H
ealth

Insurance
D
ivision,

H
ealth

and
W
elfare

D
epartm

ent,K
agaw

a

Prefectural
G
overnm

ent,

4-1-10,
B
ancho,

Takam
atsu
-shi,

K
agaw

a-ken
,Japan

760-8570.

TE
L
087-832-3256

4
W
e
use

the
Japanese

language
and

the
Japanese

yen
in
the
procedures

of
the

contract.
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平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

七

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

�

任
意
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

�

任
意
�

必
須
�

必
須
�

項
番
�

Ⅱ
1（
1）�

Ⅱ
1（
2）�

Ⅱ
1（
3）�

Ⅱ
1（
4）�

�－
�

A3（
1）�

A3（
2）�

A3（
3）�

�－
�

B
3（
1）�

B
3（
2）�

　
評

価
事

項
　

�

基
本
条
件
�

信
頼
性
条
件
�

保
安
性
条
件
�

操
作
性
条
件
等
�

�追
加
提
案
�

入
力
条
件
�

メ
ニ
ュ
ー
条
件
�

宿
日
直
医
情
報
提
供
機
能
�

�追
加
提
案
�

国
の
シ
ス
テ
ム
と
の
整
合
性
�

一
斉
通
報
の
確
実
な
伝
達
�

　
評

価
基

準
　

�

仕
様
書
の
記
載
内
容
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。�

仕
様
書
の
記
載
内
容
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。�

仕
様
書
の
記
載
内
容
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。�

仕
様
書
の
記
載
内
容
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。�

�

－
�

日
常
業
務
の
中
で
、
で
き
る
限
り
少
な
い
労
力
で
迅
速
に
入
力
�

で
き
る
こ
と
。�

適
切
な
メ
ニ
ュ
ー
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。�

仕
様
書
の
記
載
内
容
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。�

�

－
��

国
の
広
域
災
害
情
報
シ
ス
テ
ム
と
の
整
合
性
が
図
ら
れ
て
い
る
�

こ
と
。�

複
数
の
通
信
手
段
で
一
斉
通
報
が
で
き
、
速
や
か
に
、
確
実
に
�

担
当
者
に
伝
わ
る
よ
う
工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
。�

　
加

点
基

準
　

�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

機
能
要
件
に
関
し
て
、
仕
様
書
で
求
め
て
い
な
い
内
�

容
に
つ
い
て
追
加
で
提
案
す
る
場
合
、
そ
の
実
行
性

を
証
明
で
き
る
具
体
的
な
事
例
を
説
明
し
、
本
件
業

務
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
を
明
ら
か
に
示
し

た
上
で
、
予
定
す
る
具
体
的
な
対
策
を
示
す
こ
と
。�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

－
�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

�機
能
要
件
に
関
し
て
、
仕
様
書
で
求
め
て
い
な
い
内
�

容
に
つ
い
て
追
加
で
提
案
す
る
場
合
、
そ
の
実
行
性

を
証
明
で
き
る
具
体
的
な
事
例
を
説
明
し
、
本
件
業

務
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
を
明
ら
か
に
示
し

た
上
で
、
予
定
す
る
具
体
的
な
対
策
を
示
す
こ
と
。�

－
�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

加
点
の

上
限

�

10101010�155－
�

15�15－
�

5

評
価
の
要
素
�

提
案
す
る
内
容
に
つ
�

い
て
、
そ
の
実
行
性

を
証
明
で
き
る
具
体

的
な
事
例
を
説
明
し
、

本
件
業
務
の
実
施
に

あ
た
っ
て
の
留
意
点

を
明
ら
か
に
示
し
た

上
で
、
予
定
す
る
具

体
的
な
対
策
を
示
す

こ
と
。�

仕
様
書
内
容
を
超
え

る
提
案
�

��提
案
す
る
内
容
に
つ

い
て
、
そ
の
実
効
性

を
証
明
で
き
る
具
体

的
な
事
例
を
説
明
し
、

本
県
業
務
の
実
施
に

当
た
っ
て
の
留
意
点

を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
予
定
す
る
具
体

的
な
対
策
を
示
す
こ

と
。�

仕
様
書
内
容
を
超
え

る
提
案
�

��提
案
す
る
内
容
に
つ

い
て
、
そ
の
実
効
性

を
証
明
で
き
る
具
体

的
な
事
例
を
説
明
し
、

本
県
業
務
の
実
施
に
�

評
価
の
視
点
�

基
本
シ
ス
テ
ム
�

機
能
要
件
�

������������救
急
医
療
情
報

シ
ス
テ
ム
の
機

能
要
件
�

������������広
域
災
害
医
療

情
報
シ
ス
テ
ム

の
機
能
要
件
�

� 別
記
�

新
「
か
が
わ
救
急
医
療
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
広
域
災
害
・
救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
）」（

仮
称
）
推
進
業
務
に
係
る
落
札
者
決
定
基
準
�



香
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（
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号
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八

必
須
�

必
須
�

�

任
意
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

�

任
意
�

必
須
�

B
3（
3）�

B
3（
4）�

�－
�

C
3（
1）�

C
3（
2）�

C
3（
3）�

C
3（
4）�

C
3（
5）�

C
3（
6）�

C
3（
7）�

C
3（
8）�

�－
�

D
3（
1）�

携
帯
電
話
か
ら
の
操
作
�

メ
ニ
ュ
ー
条
件
�

�追
加
提
案
�

自
医
療
機
関
情
報
の
更
新
�

地
図
情
報
提
供
機
能
�

検
索
方
法
�

関
係
機
関
向
け
メ
ニ
ュ
ー
条

件
�

県
民
向
け
メ
ニ
ュ
ー
条
件
�

携
帯
電
話
等
か
ら
の
検
索
�

電
話
（
音
声
）
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
応

答
サ
ー
ビ
ス
�

管
理
業
務
�

�追
加
提
案
�

基
本
的
な
考
え
方
の
準
用
�

携
帯
電
話
か
ら
の
入
力
・
照
会
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。�

適
切
な
メ
ニ
ュ
ー
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。�

�

－
��

医
療
機
関
が
適
宜
、
自
ら
Ｗ
ｅ
ｂ
上
で
自
医
療
機
関
情
報
を
更
�

新
で
き
る
こ
と
。�

地
図
上
か
ら
の
医
療
機
関
検
索
、
複
数
の
医
療
機
関
地
図
表
示
、

縮
尺
変
更
、
詳
細
な
地
図
情
報
提
供
が
で
き
る
こ
と
。�

必
要
な
情
報
を
容
易
に
検
索
、
入
手
で
き
る
こ
と
。�

適
切
な
関
係
機
関
向
け
メ
ニ
ュ
ー
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。�

適
切
な
県
民
向
け
メ
ニ
ュ
ー
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。
県
民
に

公
開
す
る
情
報
の
範
囲
を
調
整
で
き
る
こ
と
。�

「
iモ
ー
ド
」「
Ezw
eb」「

Vodafone live！
」
及
び
「
Ｌ
モ
ー

ド
」
か
ら
医
療
機
関
検
索
や
休
日
当
番
医
照
会
が
で
き
る
こ
と
。�

電
話
（
音
声
）・
Ｆ
Ａ
Ｘ
応
答
サ
ー
ビ
ス
で
医
療
機
関
検
索
や

休
日
当
番
医
照
会
が
で
き
る
こ
と
。�

適
切
な
管
理
業
務
が
行
え
る
こ
と
。�

�

－
��

周
産
期
救
急
情
報
は
「（
Ａ
）シ
ス
テ
ム
」
の
、
周
産
期
医
療
情

報
は
「（
Ｃ
）シ
ス
テ
ム
」
の
基
本
的
な
考
え
方
に
準
じ
る
こ
と
。� 対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

－
�

機
能
要
件
に
関
し
て
、
仕
様
書
で
求
め
て
い
な
い
内

容
に
つ
い
て
追
加
で
提
案
す
る
場
合
、
そ
の
実
行
性

を
証
明
で
き
る
具
体
的
な
事
例
を
説
明
し
、
本
件
業

務
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
を
明
ら
か
に
示
し

た
上
で
、
予
定
す
る
具
体
的
な
対
策
を
示
す
こ
と
。�

－
�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

－
�

－
�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

機
能
要
件
に
関
し
て
、
仕
様
書
で
求
め
て
い
な
い
内

容
に
つ
い
て
追
加
で
提
案
す
る
場
合
、
そ
の
実
行
性

を
証
明
で
き
る
具
体
的
な
事
例
を
説
明
し
、
本
件
業

務
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
を
明
ら
か
に
示
し

た
上
で
、
予
定
す
る
具
体
的
な
対
策
を
示
す
こ
と
。�

－
�

5－
��15－
�

105－
�

－
�

555�15－
�

当
た
っ
て
の
留
意
点

を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
予
定
す
る
具
体

的
な
対
策
を
示
す
こ

と
。�

仕
様
書
内
容
を
超
え

る
提
案
�

���提
案
す
る
内
容
に
つ

い
て
、
そ
の
実
効
性

を
証
明
で
き
る
具
体

的
な
事
例
を
説
明
し
、

本
県
業
務
の
実
施
に

当
た
っ
て
の
留
意
点

を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
予
定
す
る
具
体

的
な
対
策
を
示
す
こ

と
。�
�����������仕
様
書
内
容
を
超
え

る
提
案
�

���提
案
す
る
内
容
に
つ

い
て
、
そ
の
実
効
性
�

��������医
療
情
報
提
供

シ
ス
テ
ム
の
機

能
要
件
�

���������������������周
産
期
医
療
情

報
シ
ス
テ
ム
の
�



香
　
　
川
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号
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九

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

�
任
意
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

�

任
意
�

必
須
�

D
3（
2）�

D
3（
3）�
①
�

D
3（
3）�
②
�

D
3（
4）�
①
�

D
3（
4）�
②
��－
�

Ⅱ
3（
1）�

Ⅱ
3（
2）�

Ⅱ
3（
3）�

Ⅱ
3（
4）�

�－
�

Ⅱ
4（
1）�

既
存
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
�

周
産
期
救
急
情
報
の
入
力
項

目
具
備
�

周
産
期
患
者
搬
送
支
援
�

周
産
期
医
療
情
報
の
コ
ン
テ

ン
ツ
具
備
�

周
産
期
継
続
看
護
支
援
�

�追
加
提
案
�

専
用
回
線
�

音
声
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
機
能
、
電
話

回
線
の
確
保
�

専
用
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
発

行
�

端
末
回
線
�

�追
加
提
案
�

耐
震
保
証
�

周
産
期
医
療
関
連
の
既
存
シ
ス
テ
ム
と
の
連
携
が
で
き
る
よ
う

工
夫
さ
れ
て
い
る
こ
と
。�

周
産
期
救
急
情
報
の
入
力
項
目
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。�

周
産
期
患
者
搬
送
支
援
の
た
め
の
情
報
の
提
供
、
交
換
が
で
き

る
こ
と
。�

周
産
期
医
療
情
報
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
。�

周
産
期
継
続
看
護
支
援
の
た
め
の
情
報
の
提
供
、
交
換
が
で
き

る
こ
と
。�

�
－
�

セ
ン
タ
ー
は
10
Ｍ
bps以

上
か
つ
２
回
線
以
上
の
専
用
回
線
で

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
す
る
こ
と
。�

音
声
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
情
報
提
供
用
機
能
を
有
し
、
電
話
回
線

を
８
回
線
使
用
す
る
こ
と
。�

関
係
機
関
に
専
用
の
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
を
発
行
す
る
こ
と
。�

関
係
機
関
の
Ｌ
Ａ
Ｎ
等
に
接
続
、
ま
た
は
新
た
な
回
線
を
敷
設

し
接
続
す
る
こ
と
。�

�

－
��

建
物
は
耐
震
構
造
と
し
、
震
度
６
強
の
地
震
に
対
し
て
倒
壊
し

な
い
こ
と
を
保
証
す
る
と
と
も
に
、
ラ
ッ
ク
等
に
つ
い
て
も
最

大
搭
載
重
量
時
に
同
様
の
地
震
に
対
し
て
倒
壊
し
な
い
こ
と
を

保
証
す
る
こ
と
。
�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

－
�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

－
�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

機
能
要
件
に
関
し
て
、
仕
様
書
で
求
め
て
い
な
い
内

容
に
つ
い
て
追
加
で
提
案
す
る
場
合
、
そ
の
実
行
性

を
証
明
で
き
る
具
体
的
な
事
例
を
説
明
し
、
本
件
業

務
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
を
明
ら
か
に
示
し

た
上
で
、
予
定
す
る
具
体
的
な
対
策
を
示
す
こ
と
。�

仕
様
を
超
え
る
対
策
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。�

－
�

－
�

費
用
低
減
等
に
努
め
て
い
る
こ
と
。�

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成
に
関
し
て
、
仕
様
書
で
求
め
て
�

い
な
い
内
容
に
つ
い
て
追
加
で
提
案
す
る
場
合
、
そ
�

の
実
行
性
を
証
明
で
き
る
具
体
的
な
事
例
を
説
明
し
、�

本
件
業
務
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
を
明
ら
か
�

に
示
し
た
上
で
、
予
定
す
る
具
体
的
な
対
策
を
示
す
�

こ
と
。�

仕
様
を
超
え
る
対
策
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
�

5－
�

5－
�

5�1010－
�

－
�

5�105

を
証
明
で
き
る
具
体

的
な
事
例
を
説
明
し
、

本
県
業
務
の
実
施
に

当
た
っ
て
の
留
意
点

を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
予
定
す
る
具
体

的
な
対
策
を
示
す
こ

と
。�
�������仕
様
書
内
容
を
超
え

る
提
案
�

���ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
成

の
概
況
と
し
て
右
記

の
内
容
が
明
ら
か
で

あ
る
こ
と
�

��������仕
様
書
内
容
を
超
え

る
提
案
�

����セ
ン
タ
ー
設
置
場
所

の
概
況
と
し
て
右
記

の
内
容
が
明
ら
か
で

あ
る
こ
と
�

機
能
要
件
�

��������������������ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
成
要
件
�

����������������セ
ン
タ
ー
要
件
�



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

一
〇

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

任
意
�

任
意
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

任
意
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

Ⅱ
4（
2）�

Ⅱ
4（
3）�

Ⅱ
4（
4）�

Ⅱ
4（
5）�

－
�

－
�

Ⅱ
5（
1）�

Ⅱ
5（
2）�

Ⅱ
5（
3）

（
4）�

－
�

Ⅱ
6（
1）�

Ⅱ
6（
2）�

Ⅱ
6（
3）�

電
源
対
策
�

空
調
設
備
、
防
火
・
消
火
設

備
�

防
犯
対
策
�

設
置
ス
ペ
ー
ス
�

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
可
能
と
す

る
場
所
�

公
的
認
定
資
格
の
取
得
�

セ
ン
タ
ー
機
器
�

救
急
隊
用
端
末
�

関
係
機
関
用
端
末
機
器
、
管

理
用
端
末
機
器
�

追
加
提
案
�

導
入
体
制
�

進
捗
管
理
�

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
�

停
電
が
起
こ
っ
た
場
合
で
も
、
間
断
な
く
安
定
し
て
電
気
を
供

給
で
き
る
十
分
な
電
源
対
策
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。�

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
室
と
し
て
最
適
な
空
調
設
備
、
防
火
・
消
火
設

備
を
有
す
る
こ
と
。�

機
器
類
の
設
置
室
に
は
、
関
係
者
以
外
が
容
易
に
立
ち
入
れ
な

い
よ
う
不
正
侵
入
防
止
対
策
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。�

設
置
ス
ペ
ー
ス
は
、
将
来
の
増
設
に
対
応
で
き
る
面
積
を
有
す

る
こ
と
。�

－
�

－
�

高
い
能
力
と
信
頼
性
を
有
す
る
こ
と
。�

救
急
隊
員
が
救
急
車
内
等
で
必
要
な
救
急
医
療
情
報
を
容
易
に

入
手
で
き
る
こ
と
。�

基
準
ス
ペ
ッ
ク
以
上
の
端
末
等
で
あ
る
こ
と
。�

－
�

�プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
リ
ー
ダ
ー
を
配
置
す
る
な
ど
、
適
切
な
導
入
体

制
を
整
え
る
こ
と
。�

実
行
可
能
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
策
定
す
る
こ
と
。�

県
内
全
医
療
機
関
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
構
築
が
実
行
可
能
な
体
制

を
整
え
る
こ
と
。�

仕
様
を
超
え
る
対
策
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
�

仕
様
を
超
え
る
対
策
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
�

仕
様
を
超
え
る
対
策
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
�

－
�

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
可
能
と
す
る
別
の
場
所
の
準
備
が

あ
る
か
、
具
体
的
な
提
示
が
あ
る
こ
と
。�

Ｊ
Ｉ
Ｐ
Ｄ
Ｅ
Ｃ
が
認
定
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク

等
の
公
的
認
定
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
。�

二
重
化
構
成
と
す
る
な
ど
、
仕
様
を
超
え
る
対
策
方

針
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。�

実
現
方
法
に
つ
い
て
具
体
的
か
つ
的
確
に
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
。
仕
様
を
超
え
る
対
策
方
針
が
示
さ
れ
て

い
る
こ
と
。�

仕
様
を
超
え
る
対
策
方
針
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

費
用
低
減
等
に
努
め
て
い
る
こ
と
。�

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
に
関
し
て
、
仕
様
書
で
求
め
て
い
な
い

内
容
に
つ
い
て
追
加
で
提
案
す
る
場
合
、
そ
の
実
行

性
を
証
明
で
き
る
具
体
的
な
事
例
を
説
明
し
、
本
件

業
務
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
を
明
ら
か
に
示

し
た
上
で
、
予
定
す
る
具
体
的
な
対
策
を
示
す
こ
と
。�

－
�

－
�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

555－
�

552515510－
�

－
�

10

����������仕
様
書
内
容
を
超
え

る
提
案
�

���提
案
す
る
内
容
に
つ

い
て
、
そ
の
実
効
性

を
証
明
で
き
る
具
体

的
な
事
例
を
説
明
し
、

本
件
業
務
の
実
施
に

当
た
っ
て
の
留
意
点

を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
予
定
す
る
具
体

的
な
対
策
を
示
す
こ

と
。
�

仕
様
書
内
容
を
超
え

る
提
案
�

���導
入
体
制
、
導
入
方

法
に
つ
い
て
、
そ
の

実
行
性
を
証
明
で
き

る
具
体
的
な
事
例
を

説
明
し
、
本
件
業
務

の
実
施
に
あ
た
っ
て

の
留
意
点
を
明
ら
か

に
示
し
た
上
で
、
予

定
す
る
具
体
的
な
対

策
を
示
す
こ
と
。
�

���������������ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

要
件
�

�������������導
入
計
画
�
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成
十
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日

（
第
九
一
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号
）

一
一

��
任
意
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

必
須
�

�
任
意
�

必
須
�

��－�

－
�

－
�

Ⅱ
7（
1）�

Ⅱ
7（
3）�

Ⅱ
7（
2）�

Ⅲ
2

��追
加
提
案
�

運
用
実
績
�

常
時
監
視
体
制
�

運
用
サ
ポ
ー
ト
�

保
守
業
務
�

追
加
提
案
�

シ
ス
テ
ム
の
委
託
に
係
る
希

望
金
額
�

��－����－
��

－
��

24
時
間
運
用
に
対
応
す
る
監
視
体
制
及
び
障
害
発
生
時
の
復

旧
体
制
の
確
保
を
図
る
こ
と
。�

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
の
設
置
、
24
時
間
電
話
等
に
よ
る
受
付
、
ユ

ー
ザ
情
報
の
管
理
を
行
な
う
こ
と
。�

シ
ス
テ
ム
管
理
、
障
害
検
知
、
通
知
等
を
一
元
的
に
実
施
で
き

る
こ
と
。�

予
定
価
格
に
105
分
の
100
を
乗
じ
て
得
た
金
額
の
範
囲
内
で

あ
る
こ
と
。�

拠
点
数
及
び
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
等
の
開
発
、

運
用
実
績
に
つ
い
て
具
体
的
な
提
示
が
あ
る
こ
と
。�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

基
準
を
上
回
る
サ
ポ
ー
ト
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
こ

と
。�

対
策
内
容
の
創
意
工
夫
が
優
れ
て
い
る
こ
と
。�

240
－
入
札
価
格
×
1.05/

予
定
価
格
×
240

導
入
計
画
に
関
し
て
、
仕
様
書
で
求
め
て
い
な
い
内

容
に
つ
い
て
追
加
で
提
案
す
る
場
合
、
そ
の
実
行
性

を
証
明
で
き
る
具
体
的
な
事
例
を
説
明
し
、
本
件
業

務
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
を
明
ら
か
に
示
し

た
上
で
、
予
定
す
る
具
体
的
な
対
策
を
示
す
こ
と
。�

運
用
・
保
守
環
境
に
関
し
て
、
仕
様
書
で
求
め
て
い

な
い
内
容
に
つ
い
て
追
加
で
提
案
す
る
場
合
、
そ
の

実
行
性
を
証
明
で
き
る
具
体
的
な
事
例
を
説
明
し
、

本
件
業
務
の
実
施
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
を
明
ら
か

に
示
し
た
上
で
、
予
定
す
る
具
体
的
な
対
策
を
示
す

こ
と
。�

��5101010515

240

仕
様
書
内
容
を
超
え

る
提
案
�

運
用
・
保
守
環
境
と

し
て
提
案
す
る
内
容

に
つ
い
て
、
そ
の
実

行
性
を
証
明
で
き
る

具
体
的
な
事
例
を
説

明
し
、
本
件
業
務
の

実
施
に
あ
た
っ
て
の

留
意
点
を
明
ら
か
に

示
し
た
上
で
、
予
定

す
る
具
体
的
な
対
策

を
示
す
こ
と
。�

仕
様
書
内
容
を
超
え

る
提
案
�

����入
札
金
額
�

合
　
　
　
　
　
　
　
計
�

運
用
・
保
守
環

境
�

委
託
希
望
金
額
�

600



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

一
二

●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
五
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
特
定
調
達
契
約
に
関
す
る

香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い

う
。
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
購
入
物
品
名
及
び
数
量
　
デ
ジ
タ
ル
Ｘ
線
テ
レ
ビ
シ
ス
テ
ム
　
一
式

２
　
購
入
物
品
の
要
求
諸
元
　
仕
様
書
に
よ
る
。

３
　
納
入
場
所
　
香
川
県
立
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー

４
　
納
入
期
限
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

５
　
入
札
方
法
　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当

す
る
金
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方

消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
金
額

の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
契
約
書
作
成
の
要
否
　
要

三
　
契
約
の
内
容
を
示
す
日
時
及
び
場
所
等
　
（
入
札
説
明
書
の
交
付
等
）

１
　
入
札
説
明
書
の
交
付

平
成
十
六
年
十
月
十
九
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の

祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
（
以
下
「
休
日
」

と
い
う
。
）
を
除
く
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
）

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
健
康
福
祉
部
県
立

病
院
課
総
務
・
財
務
グ
ル
ー
プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
三
一
〇
　
Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
八
七
―
八

六
二
―
〇
〇
五
九

２
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
　
午
後
二
時
　
香
川
県
立
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー
五
階
大
会
議
室

３
　
現
場
下
見
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
十
一
月
一
日
　
午
後
三
時
　
香
川
県
立
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー

四
　
契
約
の
内
容
に
関
す
る
質
問
の
受
付

契
約
の
内
容
に
関
す
る
質
問
が
あ
る
場
合
に
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
四
日
正
午
ま
で
に
、
三
の
１

に
示
し
た
場
所
等
に
対
し
文
書
で
行
う
こ
と
。（
文
書
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
も
可
と
す
る
。
）

回
答
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
十
日
か
ら
平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
（
休
日
を
除
く
午
前
八

時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
）
香
川
県
健
康
福
祉
部
県
立
病
院
課
で
閲
覧
に
供
す
る
。

五
　
入
札
及
び
開
札
を
行
う
日
時
及
び
場
所

平
成
十
六
年
十
二
月
十
七
日
　
午
後
二
時
　
香
川
県
庁
本
館
一
二
階
第
三
会
議
室

六
　
郵
便
又
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第

二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
一
般
信
書
便
事
業
者
若
し
く
は
同
条
九
項
に
規
定
す
る
特
定
信
書
便
事
業
者

に
よ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
信
書
便
（
以
下
「
信
書
便
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
入
札
の
可
否

可
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
便
に
あ
っ
て
は
書
留
親
展
に
、
信
書
便
に
あ
っ
て
は
郵
便
に
お
け
る
書
留

親
展
に
相
当
す
る
方
法
に
限
る
。
（
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
は
、
平
成
十
六
年

十
二
月
十
六
日
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。
）

七
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

規
則
第
百
五
十
二
条
各
号
に
該
当
す
る
場
合
は
減
免
す
る
の
で
、
減
免
を
希
望
す
る
者
は
、
平
成
十

六
年
十
一
月
三
十
日
午
後
三
時
ま
で
に
入
札
又
は
契
約
保
証
金
減
免
申
請
書
を
香
川
県
健
康
福
祉
部
県

立
病
院
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

八
　
入
札
者
の
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
で
あ
る
こ
と
。

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
香
川
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
に
お
い
て
、
本
公
告

日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

一
三

な
お
、
本
公
告
日
現
在
Ａ
級
に
格
付
け
さ
れ
て
い
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
十
六
年
十
一
月
三

十
日
ま
で
に
「
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」
を
香
川
県
出
納
局
会
計
課
に
提
出
し
て
、
Ａ
級

格
付
け
の
可
否
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

３
　
香
川
県
が
発
注
す
る
物
品
の
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
を
現
に
受
け
て
い
な
い
者

で
あ
る
こ
と
。

４
　
本
公
告
に
係
る
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
用

具
の
販
売
業
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

６
　
応
札
し
よ
う
と
す
る
物
品
が
、
入
札
説
明
書
又
は
仕
様
書
に
示
す
特
質
等
を
有
す
る
こ
と
を
示
す

機
能
・
諸
元
証
明
書
を
提
出
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

７
　
本
公
告
に
示
し
た
調
達
物
品
及
び
数
量
を
、
当
該
物
品
の
製
造
者
、
販
売
代
理
店
又
は
輸
入
代
理

店
の
出
荷
証
明
等
に
よ
り
、
入
札
説
明
書
又
は
仕
様
書
で
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
確
実
に
納
入

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

８
　
本
公
告
に
示
し
た
調
達
物
品
に
係
る
迅
速
な
維
持
補
修
サ
ー
ビ
ス
の
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

九
　
入
札
者
に
要
求
さ
れ
る
事
項

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
八
の
５
、
６
、
７
及
び
８
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書

類
を
平
成
十
六
年
十
一
月
三
十
日
午
後
三
時
ま
で
に
、
三
の
１
に
示
し
た
場
所
に
提
出
し
、
当
該
書
類

に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
そ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
さ
れ
た
書
類
の
審
査
に
合
格
し
た
者
に
限
り
入
札
に
参
加
で
き
る
も
の
と
し
、
審
査
の
結
果
は
、

平
成
十
六
年
十
二
月
十
四
日
ま
で
に
通
知
す
る
。

十
　
入
札
の
無
効

本
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し

な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
及
び
規
則
第
百
七
十
一
条
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
入
札
は
、
無
効
と

す
る
。

十
一
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明

ら
か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す

る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の
負

担
と
す
る
。

十
二
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低

価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
入
札
者
を
落
札
者
と
す
る
。

な
お
、
入
札
結
果
は
、
香
川
県
物
品
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
の
周
知
及
び
公
表
に
関
す
る
要

綱
に
基
づ
き
公
表
す
る
。

十
三
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
の
期
間
内
に
落
札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落

札
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
又
は
信
書
便
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む

を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
四
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

落
札
者
は
、
落
札
決
定
後
契
約
締
結
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
予
約
完
結
権
を
第
三
者
に
譲
渡
し
て

は
な
ら
な
い
。

十
五
　
そ
の
他

１
　
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
ま
た
、
入
札
説
明
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
は
入
札
者
の
参

加
資
格
で
も
あ
る
の
で
、
三
の
１
に
示
し
た
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
交
付
を
受
け
る
こ
と
。

２
　
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
は
日
本
語
と
し
、
通
貨
は
日
本
国
通
貨
と
す
る
。

十
六
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

of
the

products
to
be
purchased

:D
igital

R
adiography

Fluoroscopy
A
ngiography

System
,
1
set

2
Tim
e-lim

it
for
tender:2:00p.m

.,
D
ecem

ber
17,
2004

（B
y
m
ail,
tenders

m
ust
be

subm
itted

by
5:00p.m

.,
D
ecem

ber
16,
2004

）

3
C
ontact

point
for
the
notice

:Prefectural
H
ospitals

D
ivision,

H
ealth

and
W
elfare

D
epartm

ent,
K
agaw

a
Prefectural

G
overnm

ent,
4-1-10,

B
ancho,

Takam
atsu
-shi,

K
agaw

a-ken,
Japan

760-8570.
TE
L
087-832-3310

4
W
e
use

the
Japanese

language
and

the
Japanese

yen
in
the
procedures

of
the



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

一
四

contract.
●
香
川
県
公
告
第
四
百
九
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

営
土
地
改
良
事
業
（
県
営
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業
三
野
川
西
地
区
）
計
画
を
平
成
十
六
年
十
月
十
二
日

変
更
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
三
野
町
建
設
課
及
び
高
瀬
町
経
済
課
に
お
い
て
平
成
十
六
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
同

年
十
一
月
十
五
日
ま
で
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体

の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者
の

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
代
表
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

氏
　
　
　
　
名

香
川
信
久
後
援
会
　
　
　
　
　
香
川
　
信
久
　
　
鎌
田
　
順
二
　
　
丸
亀
市
田
村
町
五
三
七
―
一

多
田
光
弘
後
援
会
　
　
　
　
　
木
村
　
　
勝
　
　
多
田
　
登
紀
子
　
丸
亀
市
川
西
町
北
一
八
五
九

松
永
き
ょ
う
じ
後
援
会
　
　
　
君
羅
　
雅
博
　
　
松
永
　
時
和
　
　
丸
亀
市
川
西
町
北
六
六
八
―
二

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表

す
る
。平

成
十
六
年
十
月
十
九
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
異
動
事
項
　
　
　
　
　
新
　
　
　
　
　
　
　
　
　
旧

新
井
哲
二
後
援
会
　
　
　
　
　
　
会
計
責
任
者
　
三
谷
　
　
壽
　
　
　
　
　
平
井
　
春
男

の
　
氏
　
名

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

一
　
そ
の
他
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

香
川
県
こ
に
し
恵
一
郎
薬
剤
師
後
援
会

広
瀬
正
美
後
援
会

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

資
金
管
理
団
体

資
金
管
理
団
体
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
者
の

の
届
出
を
し
た
　
公
職
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

の

名

称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
氏
　
　
名

者
の
氏
名

香
川
　
信
久
　
　
丸
亀
市
長
　
　
香
川
信
久
後
援
会
　
丸
亀
市
田
村
町
五
三
七
―
一
　
香
川
　
信
久

●
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
五
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
六

選
挙
管
理
委
員
会
告
示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

一
五

年
七
月
十
一
日
執
行
の
参
議
院
香
川
県
選
出
議
員
選
挙
に
お
け
る
公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る

収
支
報
告
書
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
　
竹
　
　

克
　
　
彦

4
月
27日
か
ら

期
間
　
　
　
　
　
　
第
1
回
分

7
月
22日
ま
で

氏
　
名

団
体
名

公
職
の
候
補
者
の
選
挙
運
動
に
関
す
る
収
支
報
告
書
要
旨

１
　
選
挙
の
種
類
　
平
成
16年

7
月
11日
執
行
　
参
議
院
香
川
県
選
出
議
員
選
挙

２
　
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
す
る
支
出
の
金
額
の
制
限
額
（
法
定
選
挙
運
動
費
用
額
）

34,573,700円

３
　
報
告
書
の
要
旨

候
補
者
氏
名
　
植
　
松
　
恵
美
子
　
所
属
党
派
　
民
主
党

出
納
責
任
者
小
　
倉
　
三
　
郎

氏
　
　
　
名

収
　
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
出

主
た
る
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

円
　
　
人
　
件
　
費
　
　
　
　
　
　
　

1,924,800

（
職
業
）

（
寄
附
額
）

家
　
屋
　
費
　
　
　
　
　
　
　

4,052,619

民
主
党
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5,000,000
選
挙
事
務
所
費
　
　
　
　

3,946,314

恵
政
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

10,000,000
集
合
会
場
費
　
　
　
　
　
　

106,305

通
　
信
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

102,705

交
　
通
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

131,071

印
　
刷
　
費
　
　
　
　
　
　
　

2,317,068

広
　
告
　
費
　
　
　
　
　
　
　

1,257,286

文
　
具
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

240,446

食
　
糧
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

495,623

そ
の
他
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
休
　
泊
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

107,960

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
雑
　
　
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

561,935

今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

15,000,000
今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

11,191,513

前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

15,000,000
総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

11,191,513

報
告
書
受
理
年
月
日
　
　
　
平
成
16年

7
月
26日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
1
回
報
告
分

候
補
者
氏
名
　
植
　
松
　
恵
美
子
　
所
属
党
派
　
民
主
党

出
納
責
任
者
小
　
倉
　
三
　
郎

氏
　
　
　
名

収
　
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
出

主
た
る
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

円
　
　
人
　
件
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

620,000

（
職
業
）

（
寄
附
額
）

家
　
屋
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

451,758

民
主
党
香
川
県
参
議
院
選
挙
区
第
1
総
支
部
　
　
　
　
　
　
　
選
挙
事
務
所
費
　
　
　
　
　

371,899

51,000
集
合
会
場
費
　
　
　
　
　
　
　

79,859

通
　
信
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

189,298

交
　
通
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

173,250

印
　
刷
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

広
　
告
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

文
　
具
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

食
　
糧
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

9,450

そ
の
他
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
休
　
泊
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
雑
　
　
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

503,119

今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

51,000
今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

1,946,875

前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

15,000,000
前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

11,191,513

総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

15,051,000
総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

13,138,388

報
告
書
受
理
年
月
日
　
　
　
平
成
16年

8
月
9
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
2
回
報
告
分

候
補
者
氏
名
　
植
　
松
　
恵
美
子
　
所
属
党
派
　
民
主
党

出
納
責
任
者
小
　
倉
　
三
　
郎

氏
　
　
　
名

5
月
11日
か
ら

期
間
　
　
　
　
　
　
第
2
回
分

8
月
5
日
ま
で

5
月
11日
か
ら

期
間
　
　
　
　
　
　
第
3
回
分

8
月
15日
ま
で

氏
　
名

団
体
名



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

一
六

氏
　
名

団
体
名

氏
　
名

団
体
名

氏
　
名

団
体
名

収
　
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
出

主
た
る
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

円
　
　
人
　
件
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

（
職
業
）

（
寄
附
額
）

家
　
屋
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

0
選
挙
事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　

0

集
合
会
場
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

通
　
信
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

交
　
通
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

240,756

印
　
刷
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

広
　
告
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

文
　
具
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

食
　
糧
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

そ
の
他
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
休
　
泊
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
雑
　
　
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

135,896

今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

376,652

前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

15,051,000
前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

13,138,388

総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

15,051,000
総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

13,515,040

報
告
書
受
理
年
月
日
　
　
　
平
成
16年

8
月
18日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
3
回
報
告
分

日
　
本

候
補
者
氏
名
　
近
　
石
　
美
智
子
　
所
属
党
派

共
産
党

出
納
責
任
者
土
　
岐
　
一
　
郎

氏
　
　
　
名

収
　
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
出

主
た
る
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

円
　
　
人
　
件
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

（
職
業
）

（
寄
附
額
）

家
　
屋
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

964,515

日
本
共
産
党
香
川
県
委
員
会
　
　
　

2,444,382
選
挙
事
務
所
費
　
　
　
　
　

912,695

集
合
会
場
費
　
　
　
　
　
　
　

51,820

通
　
信
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

44,050

交
　
通
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

印
　
刷
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

401,075

広
　
告
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

886,430

文
　
具
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

19,268

食
　
糧
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

43,650

そ
の
他
の
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
休
　
泊
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
雑
　
　
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

85,394

今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2,444,382
今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

2,444,382

前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

2,444,382
総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

2,444,382

報
告
書
受
理
年
月
日
　
　
　
平
成
16年

7
月
21日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
1
回
報
告
分

自
　
由

候
補
者
氏
名
　
山
　
内
　
俊
　
夫
　
所
属
党
派

民
主
党

出
納
責
任
者
戸
　
倉
　
正
　
詞

氏
　
　
　
名

収
　
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
支
　
出

主
た
る
寄
附
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円

円
　
　
人
　
件
　
費
　
　
　
　
　
　
　

5,678,000

（
職
業
）

（
寄
附
額
）

家
　
屋
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

352,845

自
由
民
主
党
　
　
　
　
　
　
　
　
　

5,000,000
選
挙
事
務
所
費
　
　
　
　
　
　
　
　

0

集
合
会
場
費
　
　
　
　
　
　

352,845

通
　
信
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

46,220

交
　
通
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

79,600

印
　
刷
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

広
　
告
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

42,695

3
月
31日
か
ら

期
間
　
　
　
　
　
　
第
1
回
分

7
月
16日
ま
で

2
月
24日
か
ら

期
間
　
　
　
　
　
　
第
1
回
分

7
月
22日
ま
で



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

一
七

平
成
十
六
年
十
月
十
二
日
（
香
川
県
報
第
九
一
七
五
号
）
香
川
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号
中
訂
正

誤
　
マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト

四
ペ
ー
ジ
　
下
段

正
　
マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト
２１

文
　
具
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　

93,111

食
　
糧
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

そ
の
他
の
寄
附
　
202件

　
　
　
　

1,818,000
休
　
泊
　
費
　
　
　
　
　
　
　

1,045,360

そ
の
他
の
収
入
　
　
　
　
　
　
　

18,000,000
雑
　
　
　
費
　
　
　
　
　
　
　
　

283,084

今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

24,818,000
今
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

7,620,915

前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0
前
　
回
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

0

総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　

24,818,000
総
　
　
　
計
　
　
　
　
　
　
　
　

7,620,915

報
告
書
受
理
年
月
日
　
　
　
平
成
16年

7
月
26日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
1
回
報
告
分

正

誤



平
成
十
六
年
十
月
十
九
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
十
月
十
九
日

（
第
九
一
七
七
号
）

一
八

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


